
●所得控除とは

　個人の実情にあった税金を負担していただくために、所得金額から差し引くものです。

（１）人的控除

控除額

４３万円

２９万円

１５万円

なし

限度額

３３万円

限度額

３８万円

限度額

３３万円

３３万円

４５万円

３８万円

４５万円

２６万円

２６万円

控除 条件

2,400万円以下

2,400万円超

2,450万円以下

2,450万円超

2,500万円以下

2,500万円超

配偶者控除

納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、納税者と生計を一にする配偶者

（青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く）

の、合計所得金額が４８万円以下の場合。配偶者の年齢７０歳未満。

老人配偶者控除 配偶者控除に該当する配偶者の年齢が７０歳以上の場合。

配偶者特別控除

納税者の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にしている配偶者がい

る場合。控除額は配偶者の所得に応じて、１万円から最高３３万円まで受け

ることができる。

一般の扶養控除

納税者と生計を一にする親族（配偶者、青色事業専従者として給与の支払を

受ける人および白色事業専従者を除く）で合計所得金額が４８万円以下の方

がいる場合。（親族の範囲は６親等内の血族および３親等内の姻族）

特定扶養控除 扶養控除に該当する親族の年齢が１９歳以上２３歳未満の場合

老人扶養控除 扶養控除に該当する親族の年齢が７０歳以上の場合

同居老親等扶養

控除

老人扶養控除に該当する親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属

（父母や祖父母など）で納税者またはその配偶者のいずれかとの同居をして

いる場合。

勤労学生控除

納税者本人が児童、生徒、学生または訓練生であり、合計所得金額７５万円

以下で、そのうち給与所得等以外の自己の勤労によらない所得金額が１０万

円以下である場合。

障害者控除
納税者や、配偶者その他の親族（扶養親族や配偶者控除を受ける配偶者に限

る）に障害のある場合

　人的控除に該当するかどうかは、前年１２月３１日の現状によって判定されます。ただし、その判定

の対象となる人が前年中にすでに死亡している場合には、その死亡時の現状によって判定されます。

基礎控除
一律に適用される控除。納税者の合計所

得金額に応じて控除額が逓減する。

合計所得

金額

所得控除



３０万円

５３万円

２６万円

３０万円

●扶養親族とは

　①配偶者以外の親族（６親等内の血族及び３親等内の姻族）

　②児童福祉法の規定により養育を委託されたいわゆる里子

　③老人福祉法の規定により養護を委託された老人

＊１６歳未満の扶養親族（年少扶養親族）に係る扶養控除の廃止

特別障害者控除

障害者控除に該当する場合のうち、障害の程度が身体障害者手帳１級または

２級の方や療育手帳ＡまたはＡの場合。また精神障害者手帳１級の場合。そ

の年の12月31日の現況で引き続き６カ月以上にわたり身体の障害により寝

たきりで、複雑な介護を必要とする者等。

同居特別障害者

納税者の配偶者その他の親族（扶養親族や配偶者控除を受ける配偶者に限

る）が特別障害者でかつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にす

るその他の親族のいずれかと同居をしている場合、特別障害者控除（３０万

円）に同居特別障害者の加算（＋２３万円）をして、５３万円の控除額とな

る。

寡婦控除

次の条件のどちらかに該当し、合計所得金額が５００万円以下の場合。

●夫と離婚してから結婚をしていない方で扶養親族（子以外）がいる場合

●夫と死別してから結婚していない方、または夫の生死が明らかでない方。

※ただし、本人が世帯主の場合、同一世帯に住民票の続柄で「夫（未届）」

にあたる方がいないこと。また、本人が「妻（未届）」に該当しないこと。

ひとり親控除

現に結婚をしていない方、または配偶者の生死が明らかでない方で、合計所

得金額が５００万円以下かつ生計を一にする子（＊）がいる場合。

※婚姻歴の有無、納税者の性別は問わない。

※ただし、本人が世帯主の場合、同一世帯に住民票の続柄で「夫（未届）」

「妻（未届）」にあたる方がいないこと。また、本人が「妻（未届）」「夫

（未届）」に該当しないこと。

（＊）生計を一にする子とは、総所得金額等が４８万円以下で、他の人の配偶者控除・扶養控除の対象になっ

ていない子のことです。

　納税者の配偶者以外の親族でその納税者と生計を一にする者のうち、合計所得金額が４８万円以下の

　者をいいます。

参考

　平成２４年度から年齢１６歳未満の扶養親族（年少扶養親族）に対する扶養控除が廃止されました。

これに伴い、年少扶養親族は扶養控除の対象にはなりませんが、所得割・均等割の非課税判定にお

いてはこれまでどおり算定の対象となります。

　また、１６歳未満の扶養親族についての障害者控除・特別障害者控除・同居特別障害者加算はこれ

までどおり適用されます。



●配偶者控除・配偶者特別控除

単位：円

１，０００万円以下

配偶者の所得金額

　②配偶者が他の納税義務者の扶養親族とされている場合

９００万円超 ９５０万円超

９５０万円以下 １，０００万円以下

控除種類 控除額

一般 ３３万円 ２２万円 １１万円

老人 ３８万円 ２６万円 １３万円

９００万円超 ９５０万円超

９５０万円以下

控除額

４８万円超

９５万円以下
３３万円 ２２万円 １１万円

９５万円超

１００万円以下
３３万円 ２２万円 １１万円

１００万円超

１０５万円以下
３１万円 ２１万円 １１万円

１０５万円超

１１０万円以下
２６万円 １８万円 ９万円

１１０万円超

１１５万円以下
２１万円 １４万円 ７万円

１１５万円超

１２０万円以下
１６万円 １１万円 ６万円

１２０万円超

１２５万円以下
１１万円 ８万円 ４万円

１２５万円超

１３０万円以下
6万円 ４万円 2万円

１３０万円超

１３３万円以下
３万円 ２万円 １万円

・配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額については以下のとおりとなります。

納税者本人の所得額 ９００万円以下

配偶者控除

納税者本人の所得額 ９００万円以下

（注）下記に該当する場合は、配偶者特別控除を受けることができません。また夫婦間で互いに配偶者

　　　特別控除を受けることはできません。

　①配偶者控除・配偶者特別控除を受けようとする納税義務者の前年の合計所得金額が１０００万円を

　　超える場合

　③配偶者が青色事業専従者に該当し、青色事業専従者給与の支払を受ける場合または、白色事業専従

　　者に該当する場合

配偶者特別控除



（２）物的控除

　前年中の実際の支出額に応じて控除額が決まります。

　①社会保険料控除

　②小規模企業共済等掛金控除

　③生命保険料控除

　（ア）控除のしくみ

　　　　一般生命保険料、介護医療保険料および個人年金保険料を支払った額に応じて控除されます。

　　　（納税者が、受取人の全てを本人や配偶者その他の親族とするものを支払った場合）

　（イ）控除の区分

　　　　基本契約・特約それぞれの補償内容に応じて、各種の生命保険料控除に分類されます。

　（ウ）控除額の計算方法

　①新契約（平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等）に基づく控除額

＊各区分の控除がある場合の合計控除限度額は７０，０００円です。

　　（納税者が、本人や生計を一にする配偶者その他の親族の負担分を支払った場合。ただし、

　　年金から天引きされた後期高齢者医療保険料等は本人からのみ控除されます。）

区分 内容

一般生命保険料 生存または死亡に起因して保険金が支払われるものにかかる保険料

介護医療保険料 入院等にともなう給付部分にかかる保険料

個人年金保険料 個人年金保険契約にかかる保険料

生命保険料控除　対象外 身体の障害のみに起因して保険金等が支払われものにかかる保険料

保険料支払額 控除額

１２，０００円以下 全額

１２，００１円～３２，０００円 支払金額×１／２＋６，０００円

３２，００１円～５６，０００円 支払金額×１／４＋１４，０００円

５６，００１円以上 ２８，０００円

　　健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金、後期高齢者医療保険料、

　　介護保険料などの社会保険料は支払った額が控除されます。

　　小規模企業共済等掛金とは、小規模企業共済契約掛金、確定拠出年金加入者掛金（個人型・

　　企業型）、心身障害者扶養共済掛金をいいます。

　　小規模企業共済等掛金の支払った額が控除されます。

　＊実際の控除区分は、契約の内容や保険会社により異なります。保険会社発行の証明書の内容を

　　ご確認ください。

　　　　平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成２３年１２月３１日以前に

　　　　締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取り扱いが異なります。

　　新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表に当てはめて計

　算した金額です。



　②旧契約（平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等）に基づく控除額

＊各区分の控除がある場合の合計控除限度額は７０，０００円です。

　③新契約と旧契約の両方に加入している場合の控除額

　④地震保険料控除

保険料支払額 控除額

１５，０００円以下 全額

１５，００１円～４０，０００円 支払金額×１／２＋７，５００円

４０，００１円～７０，０００円 支払金額×１／４＋１７，５００円

７０，００１円以上 ３５，０００円

適用する生命保険料控除 控除額

新契約のみ生命保険料控除を適用 ①に基づき算定した控除額（限度額２万８千円）

旧契約のみ生命保険料控除適用 ②に基づき算定した控除額（限度額３万５千円）

新契約と旧契約両方について生命保険料

控除を適用

①に基づき算定した新契約の控除額と②に基づき算定した旧

契約の控除額の合計額（限度額２万８千円）

保険料支払額 控除額

５０，０００円以下 支払額×１／２

５０，００１円以上 ２５，０００円

５，０００円以下 全額

５，００１円～１５，０００円 支払額×１／２＋２，５００円

１５，００１円以上 １０，０００円

　　旧生命保険料、旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表に当てはめて計算した金額です。

　　新（旧）生命保険料または新（旧）個人年金保険料は、生命保険料または個人年金保険料の別に次

　のいずれか有利な方を選択して控除額を計算します。

　　従来の損害保険料控除を改組し、地震保険料控除が創設（平成２０年度から適用）されました。

　　ただし、経過措置として、平成１８年１２月３１日までに締結し、その後変更していない長期

　損害保険契約（保険期間が１０年以上で満期返戻金等があるもの）の保険料等は、控除の適用を

　受けられます。（納税者が、本人や本人と生計を一にする配偶者その他の親族の有する家屋で常

　時その居住の用に供するものなどを保険の目的として支払った場合）

地震保険料

（旧）長期損害保険料



⑤雑損控除

　災害、盗難、横領などによって、住宅や家財に損害を受けた場合に受けられる控除です。

（納税者本人や総所得金額等が４８万円以下の生計を一にする配偶者その他の親族が損害を受けた場合）

　雑損控除額は、次のいずれか多い金額になります。

（ア）（差引損失額）－（総所得金額等）×１０％
（イ）（差引損失額のうち災害関連支出の金額）－５万円
　＊差し引損失額＝損失額－保険金等で補てんされる金額

⑥医療費控除

　入院・出産・治療等で医療費を支払った場合に受けられる控除です。（上限２００万円）

　（納税者が、本人や生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った場合）

＊保険金で補てんされる金額とは、次のものなどをいいます。

（ア）損害保険や保険契約からおりる傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金等

（イ）健康保険から戻る高額療養費や出産したときにもらえる出産育児一時金等

（ウ）介護保険から給付される高額介護サービス費

⑦セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）

１．特定健康診査（いわゆるメタボ健診）

２．予防接種

３．定期健康診断（事業主健診）

４．健康診査（いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの）

５．がん検診 

＊保険金で補てんされる金額とは、次のものなどをいいます。

（ア）損害保険や保険契約からおりる傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金等

（イ）健康保険から戻る高額療養費や出産したときにもらえる出産育児一時金等

（ウ）介護保険から給付される高額介護サービス費

　　健康の維持増進及び疾病の予防への取組として次の１．から５．に該当する一定の取組を

　行っている本人や本人と生計を一にする親族が、「スイッチＯＴＣ医薬品」を購入した場合に

　受けられる控除です。（上限８万８千円）

（注意）

医療費

控除額
＝

その年中に支払った

医療費の総額
－

保険金等で補填さ

れる金額
－

「１０万円」または

「総所得金額等の

５％」のいずれか少

ない金額

セルフメ

ディケー

ション

税制

＝

その年に購入した

スイッチＯＴＣ薬

の総額

－
保険金等で補填

される金額
－ 1万2千円

　この特例を受ける場合には、従来の⑥医療費控除を受けることができません。どちらか一方のみ、控

除の適用を受けることができます。セルフメディケーション税制の適用期間は、平成２９年１月１日か

ら令和８年１２月３１日までです。（平成３０年度住民税から令和９年度住民税まで適用）


